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最新情報に基づく補足

2018 年 3 月  （株）南江堂

最新情報に基づき，以下の図を更新いたします．差し替えてのご利用をお願いいたします．

・本文12頁，図Ⅱ‒1　世帯数と平均世帯人員の年次推移　を以下に差し替えます．
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注：平成 7年の数値は，兵庫県を除いたものである．
　　平成 23年の数値は，岩手県，宮城県及び福島県を除いたものである．
　　平成 24年の数値は，福島県を除いたものである．
　　平成 28年の数値は，熊本県を除いたものである．

図Ⅱ‒1　世帯数と平均世帯人員の年次推移
［厚生労働省：平成28年国民生活基礎調査の概況，p.3より引用
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/16 .pdf　（2017年12月5日検索）］

・本文13頁，図Ⅱ‒2　65歳以上の者のいる世帯の世帯構造別割合の年次推移　を以下に差し替えます．
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注：1） 平成 7年の数値は，兵庫県を除いたものである．
　　2） 平成 28年の数値は，熊本県を除いたものである．
　　3） 「親と未婚の子のみの世帯」とは，「夫婦と未婚の子のみの世帯」及び「ひとり親と未婚の
　　　 子のみの世帯」をいう．
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図Ⅱ‒2　65 歳以上の者のいる世帯の世帯構造別割合の年次推移
［厚生労働省：平成28年国民生活基礎調査の概況，p.4より作成
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/16 .pdf　（2017年12月5日検索）］



・本文14頁，図Ⅱ‒3　要介護者等の続柄別にみた主な介護者の構成割合（2013年）　を以下に差し替えます．
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図Ⅱ‒3　要介護者等の続柄別にみた主な介護者の構成割合（2016年）
［厚生労働省：平成28年度国民生活基礎調査の概要，p.30より引用
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/16.pdf　（2017年12月5日検索）］

注：熊本県を除いたものである．　

・本文48頁，図Ⅲ‒5　要介護度別認定者数の推移　を以下に差し替えます．

図Ⅲ‒5　要介護度別認定者数の推移
※ 経過的要介護：改正介護保険法施行日（平成18年4月1日）時点で，有効期間が満了する前の旧要支援者は，施行日に要介護認定を受けたものと
みなされ，当該有効期間満了日までの間は「経過的要介護」として予防給付ではなく介護給付の対象となっていた．なお，当該有効期間は平成21
年2月末をもって終了している．

［厚生労働省：平成27年度介護保険事業状況報告（年報）のポイント，p.1より引用
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/15/dl/h27_point.pdf　（2018年1月19日検索）］
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※東日本大震災の影響により．22年度の数値には福島県内 5町 1村の数値は含まれていない．
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・本文49頁，図Ⅲ‒6　サービス受給者数（1ヵ月平均）　を以下に差し替えます．

図Ⅲ‒6　サービス受給者数（1ヵ月平均）
［厚生労働省：平成27年度介護保険事業状況報告（年報）のポイント，p.2より引用
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/15/dl/h27_point.pdf　（2018年1月19日検索）］
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注：（　）は各年度の構成比．
　　各年度とも 3月から 2月サービス分の平均（ただし，平成 12年度については，4月から 2月サービス分の平均）．
　　平成 18年度の地域密着型サービスについては，4月から 2月サービス分の平均．
　　受給者数は，居宅サービス，地域密着型サービス，施設サービス間の重複利用がある．
※東日本大震災の影響により，22年度の数値には福島県内 5町 1村の数値は含まれていない．
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・本文51頁，図Ⅲ‒7　要介護度別利用者数の構成割合（介護サービス）　を以下に差し替えます．

図Ⅲ‒7　要介護度別利用者数の構成割合（介護サービス）
［厚生労働省：平成28年介護サービス施設・事業所調査の概況，p.8より引用
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service16/dl/gaiyou.pdf　（2018年1月19日検索）］
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・�本文 89頁，図Ⅳ‒3　居宅介護支援事業所に従事しているケアマネジャーの保有資格（複数回答）　を以下に
差し替えます．

図Ⅳ‒3　居宅介護支援事業所に従事しているケアマネジャーの保有資格（複数回答）
［厚生労働省：平成27年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（平成27年度調査），p.17より作成
http://www.mhlw.go.jp/ le/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000126198.pdf
（2017年12月5日検索）］
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・�本文 119頁，図Ⅴ‒2　性別にみた同居の主な介護者の悩みやストレスの原因の割合（複数回答）　を以下に
差し替えます．

図Ⅴ‒2　性別にみた同居の主な介護者の悩みやストレスの原因の割合（複数回答）
［厚生労働省：平成28年国民生活基礎調査の概況，p.33より引用
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/16 .pdf 　（2017年12月5日検索）］
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・本文120頁，図Ⅴ‒3　介護が必要となった主な原因別　を以下に差し替えます．

図Ⅴ‒3　介護が必要となった主な原因の構成割合
［厚生労働省：平成28年国民生活基礎調査の概況，p.45より作成
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/16 .pdf　（2017年12月5日検索）］
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